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× 前金払

× 中間前金払

× 部分払

品名 数量

書籍 1

引渡予定場所

  分の　以内 　第35条第１項

　第35条第３項

　第38条  回以内

製 品 生 産 事 業 請 負 契 約 書

素材検知業務提要 中信森林管理署 契約締結後

７　支給材料及び貸与物件

品質規格 引渡予定月日

　第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 　第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品 　第15条

銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 　第４条第１項第３号

公共工事履行保証証券による保証

契約保証金の納付 　第４条第１項第１号

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券の提供 　第４条第１項第２号

５　請 負 予 定 金 額

（うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額

６　選　択　条　項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

選択項目 選択条項

２　事　業　場　所 長野県安曇野市三郷温4000　長野県森林組合連合会　中信木材センター土場

３　請 負 予 定 数 量 別紙内訳書のとおり。

４　事　業　期　間 契約締結日の翌日から

令和６年12月24日まで

１　事　　業　　名 素材等検知業務請負  (素材検知  中信１)

（案）



８　特約事項 １）　 　本契約は単価契約とし、請負代金の確定については、製品生産事業中部

森林管理局仕様書第39条を適用する。

２） 　国有林野事業製品生産事業請負契約約款第18条第６項は適用しない。

　上記の事業については、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約

書及び令和 年 月 日付けで交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって

公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約

書記載の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　年　月　日

発注者　住所 長野県松本市島立1256－１

氏名 分任支出負担行為担当官　中信森林管理署長　井口　英道

請負者　住所

氏名



素材検知 人工林 自動選別機 m
3

m
3

総　計

10%

4,150合計

4,150

金   額

内訳書

消費税

作業区分 予定数量 単価（円／m3）



 

素材等検知業務請負（素材検知 中信１） 特記仕様書

１．本業務は、請負契約書及び製品生産事業中部森林管理局仕様書によるほか、本特記仕様書に

基づき実施しなければならない。

(1) 製品生産箇所から搬入された素材については、原則３日以内に素材の検知作業を実施するこ

と。

(2) 素材の検知作業を完了した素材については、速やかに椪積みを行うよう巻立事業者と打合せ

を実施すること。

(3) 椪積みされた素材については、原則２日以内に指定野帳への記載を実施すること。

  指定野帳は産地別にデータを取りまとめ、材積計算及び集計を行い、完了後は速やかに提出

すること。併せて、自動選別機からのデータ（紙媒体）を提出すること。

(4) 自動選別機による検知については、木口標示を省略することが出来る。この場合にあっては、

産地別、樹種別、長級別、品等･品質別に椪積みを行うこと。

(5) 祝休日等によりやむを得ない場合など、上記によりがたい場合は監督員と協議し、指示を受

けること。

２．貸与図書及び物品は次のとおりとする。

(1) 素材検知業務提要


